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地震災害シナリオ

★地震災害シナリオ作成の目的と対象地震
・目的
・大規模地震発生時の災害応急対策の内容や量的な備えを検討するためにシナ
リオを作成。
・対象とする想定地震・津波について、被害と発生後の時間経過に即した災害
対応の推移を記載。
・想定地震・津波ごとに被災状況、被災地が異なるため、県内各地域の被災状
況をそれぞれ示す。
・被害状況や発生直後の事態推移は、地震・津波の発生時刻や季節により異な
る。
・それぞれのシナリオにおける自らの状況を認識し、今後、適切な地震・津波
防災対策に結びつける活用を想定。

・対象地震とハザード
・今回被害想定を行う日本海溝・千島海溝周辺領域で発生する地震を対象とし、
地震及び津波をハザードの対象とする。
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地震災害シナリオ

★シナリオの作成方法(1)
・シナリオの種類
・記載する内容は、自然現象（地震動・津波）とそれに起因する被害状況
の概略を記載した上で、応急対策活動の内容および対象に基づき３つに区
分して整理。
①活動体制・情報：災害対策本部を中心とする防災関係機関の体制
②避難・救援・医療・住宅：被災者を直接の対象とする活動
③交通・輸送・ライフライン：対策実施や生活復旧を支える社会基盤

に係る活動
・シナリオに記載する被害像
・シナリオには、被害想定結果に基づく定量的な被害量及び、定性的な「被害の
様相」に基づく被害像を記載。
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地震災害シナリオ

★シナリオの作成方法(2)
・シナリオの期間
・応急対策が落ち着くと想定される数か月後までを作成し、期間は概ね下
記の４期間に区分。
発災期：地震・津波発生直後
災害拡大期：地震・津波発生後１日間程度
災害鎮静期：１日後～１週間後程度
復旧期：１週間後～数か月程度

・地区区分等
・対策活動シナリオについては、被災地域の
広がりも考慮し、国、県、市町村等（大被害
地域、その他地域）に分けて記載する。

・記載する地区区分は、広域振興局管轄地域
に従って区分し、右図のとおりである。

「いわて県民計画長期ビジョン」より



4© 2021 OYO Corporation, All rights reserved.

地震災害シナリオ

★シナリオ作成例
「①活動体制・情
報」の作成例

発災期 災害拡大期 災害鎮静期 復旧期
地震発生直後（冬夕１８時） 10分後～ １時間後～ ３時間後～ １２時間後～ １日後～ ３日後～ １週間後～ ２週間後～ ～数か月程度

・最大震度５クラスの余震が発生 ・余震が頻発 ・降雨あり ・余震が次第に減少

・宮古市を中心に沿岸部の被害が大
・全壊の建物が宮古市の約x,xxx棟を含め
沿岸部で約x,xxx棟､全県で約x,xxx棟発生
・うち、津波による被害は宮古市を中心に
全壊約x,xxx棟、半壊約x,xxx棟
・倒壊家屋の下敷きにより約xxx人が死亡
・各地で崖崩れが発生し、生埋めになるな
どして約xx人が死亡
・津波により死者約x,xxx人、負傷者約
x,xxx人発生
・負傷者は、建物被害により約x,xxx人、斜
面災害により約xx人発生
・沿岸地域、県北地域のほとんどの市町村
が停電し、内陸の多くの市町村でも停電が
発生

・全県での出火がxx件発生し、うちxx件が炎上
・沿岸地域と県北地域の市町村のほぼ全域など、
全県に広範囲に断水
・都市ガスはほぼ被害なし
・家族や近隣住民の安否確認、一部では自主防災
組織等による救出作業開始
・電話が輻輳
・津波により倒壊家屋、車両、ガスボンベ、屋外タン
クなどが打ち寄せられ出火し、火災が発生
・津波によって危険物が流出し出火
・港湾・漁港では停泊している船舶から津波により
火災発生

・炎上したxx件はすべて消火活動等により鎮
火
・夜間のため、とくに停電地域では詳細な被
災状況の把握が困難
・避難所へ避難する住民が増える（車中泊の
避難者も発生する）

・避難していた場所に津波による火災が押し
寄せ二次避難が必要

・主に内陸の揺れによる倒壊家屋から
の救出作業は進み救出された負傷者が
増える

・建物等に燃え移り、延焼が拡大
・出火した瓦礫が燃えたまま津波に乗っ
て漂流し、延焼が拡大
・山間部では山林に燃え移り延焼拡大
・津波によって消防設備が被害を受け消
火が困難

・出火後18時間で約xx棟が焼失
・火災による死者・負傷者は発生しない
・一部の避難所で一時的に帰宅する避難
者も出始める
・暖房機器が不十分な避難所などでは低体
温症による死者も発生する。

・本震により損傷した建物が余震で
倒壊、緩んだ急傾斜地等が余震に
より崩壊する恐れ
・上水道・簡易水道の応急復旧進ま
ず、全県の断水世帯5割近く残って
いる
・全半壊を免れた建物の室内片付
けが始まり、廃棄物増える
・暖房機器が不十分な避難所など
では低体温症による死者も発生す
る。

・地震により緩んだ急傾斜地等が
降雨により崩壊する恐れ
・ﾗｲﾌﾗｲﾝ復旧に比例して、被害
が軽微な住宅、応急危険度判定
により安全確認された住宅の被
災者は順次避難所から帰宅
・車中泊避難者にエコノミークラス
症候群患者が発生
・津波による火災は平野部では鎮
火。港湾から山間部が近いエリア
では山林火災が広がり、鎮火まで
長期間を要する

・上水道・簡易水道の応
急復旧進むが、円が地
域では依然x割弱（１週
間後）の世帯が断水し
ている
・全半壊住宅の被災者
は今後 (当面)の住まい
について検討
・車中泊避難者は1週間
後に全県でx,xxx人

・被災者に身体的
精神的な疲労が蓄
積
・全半壊住宅の被
災者の自力による
転居が増加
・避難所の閉鎖まで
車中泊避難者も継
続

・津波浸水域以外
の地域ではﾗｲﾌﾗｲﾝ
の復旧はほび完了
・避難所に残ってい
た被災者の仮設住
宅等への転居が始
まる

活動体制の確立
情報収集

広域応援
消防

救助、救急医療
広報
避難誘導

避難所運営
食糧供給、給水、生活必需物資供給
交通確保（道路啓開等）
輸送

ライフライン復旧
防疫・衛生
ボランティア受け入れ

住宅
教育
廃棄物処理

国

・内閣府緊急参集チーム参集
・内閣官房が官邸対策室設置
・内閣府情報対策室設置
・警察庁災害警備本部設置
・防衛庁災害対策室設置
・消防庁災害対策本部設置
・海上保安庁災害対策本部設置
・国交省非常体制

・総務省災害対策本部設置
・県を通じ被害情報収集
・国交省は直轄国道、港湾、空港、鉄道について
被害状況を調査
・消防庁、近隣県の緊急消防援助隊の出動要請
・自衛隊が近傍災害派遣
・自衛隊(陸･海･空)、海上保安庁の航空機による被
害状況調査

・内閣府情報先遣ﾁｰﾑを県へ派遣
・現地連絡調整室を県庁内に設置
・消防庁先遣隊を県へ派遣
・文科省災害応急対策本部を設置
・厚労省災害対策本部を設置
・経産省非常災害対策本部の設置
・自衛隊、陸上自衛隊岩手駐屯部隊より単独
派遣
・警察庁、近隣県の広域緊急援助隊に派遣
指示

・非常災害対策本部の設置
・災害対策関係省庁連絡会議開催
・災害派遣要請による自衛隊派遣
・国民全体に対し地震被害、余震状
況、義援物資取扱い等、ニーズに応じ
た情報を積極的に伝達
・自衛隊、県要請に基づき派遣本格化
・緊急消防援助隊の追加出動要請

・内閣府情報先遣チームが岩手県庁到着
・非常災害現地対策本部を県庁内に設置
・警察庁非常災害警備本部設置
・総務省非常災害対策本部設置
・文科省非常災害対策本部設置
・国交省非常災害対策本部設置
・国交省､被災建築物応急危険度判定士を
派遣
・気象庁､大雨・洪水の注意報・警報基準を
引き下げ運用開始

・大臣等の視察
・政府調査団の派遣
・現地連絡調整室を現地支援対策
室に格上げ、人員補充
・総務省、地方公共団体に災害対
策担当者等の人的支援要請
・厚労省、現地連絡室の設置
・農水省災害対策本部設置
・農水省､食料供給対策ﾁｰﾑを発足
・警察庁、広域緊急援助隊の追加
派遣指示

・総理大臣の視察 ・緊急消防援助隊の派
遣要請解除

・復旧・復興支援会
議を設置
・国交省災害復旧・
復興支援本部設置

岩
手
県

・震度速報、津波警報の受信、市町村・関
係機関へ自動的に伝達
・防災危機管理課より知事への連絡
・職員の非常参集
・災害対策本部を設置、非常配備体制をと
る
・各種通信設備の確保
・県庁舎の被害状況を確認
・県庁舎で負傷した職員への対応
・職員家族の安否確認（一部困難）

・帰宅途中の職員が再登庁、途上で被害情報収集
・広域振興局等（災害対策広域支部、地方支部）を
通じ市町村被害情報の収集
・ライフライン・交通関係機関から被害情報の収集
・沿岸地域・県北地域市町村の救援要請への対応
・警察､消防､自隊等との情報交換
・政府機関（消防庁他）への報告、国関係情報の収
集

・国への被害状況報告（速報）
・広域振興局等から市町村被害情報の収集
・知事記者会見、救援要請
・自衛隊に災害派遣要請
・マスコミへの情報提供、知事談話の放送要
請
・被害・対策関係ＨＰの立ち上げ
・県東部・中部の市町村の要請に対応
・自衛隊の連絡調整員が県庁到着

・国への被害状況報告
・県内の被害情報の収集整理
・沿岸地域・県北地域市町村に職員を
派遣し、対策実施・被災状況の情報収
集
・国の関係省庁・機関、他県への応援
要請
・県の応急対策方針等の明確化および
対策実施の指示

・知事記者会見
・県内被害情報の収集整理
・防災ヘリによる被害情報収集
・国への被害状況報告
・沿岸地域・県北地域市町村への初動時支
援派遣
・県民への広報の本格化
・災害救援ボランティア本部の設置

・知事記者会見
・県内被害情報の収集整理
・国への被害状況報告
・災害救助法の適用（順次対象市
町村の見直し）
・他県から応援人員受入れ
・県央地域・県南地域市町に対し、
沿岸地域への職員派遣・物資供給
を要請
・建物危険度判定体制立上げ

・知事記者会見
・県内の被害情報の収集整理
・国への被害状況報告、視察団
対応
・復旧作業の調整支援
・降雨による河川、斜面等の二次
災害への警戒

・知事記者会見
・公共土木施設の災害
復旧体制の整備（他都
道府県職員の応援を受
ける）
・県内の復旧情報の収
集整理
・国への復旧状況報告
・住宅復興支援方策の
検討

・災害復旧対策本
部設置
・被害・対策関係Ｈ
Ｐの整理、ﾘﾆｭｰｱﾙ

・義援金配分委員
会の設置

県
央
広
域
地
域

〔市町、関係機関〕
・震度速報、大津波警報の受信
・配備基準に従い担当者が参集
・警戒本部設置あるいは警戒配備体制、情
報連絡体制の実施

〔市町、関係機関〕
・担当職員登庁
・市町内の被害情報の収集

〔市町、関係機関〕
・市町内外の被害情報の収集
・沿岸・県北地域の対応状況の情報収集
・応援の準備

〔市町〕
・市町内の被災者・被災箇所の応急対
応
〔関係機関〕
・市町内の被災箇所の応急対応

〔市町、関係機関〕
・市町内の被害状況の再確認（対応が概ね
完了）
・警戒本部廃止あるいは警戒配備体制、情
報連絡体制の解除

〔市町〕
・沿岸・県北地域の被害状況の情報
収集
・沿岸・県北地域市町村への応援
職員の派遣

〔市町〕
・沿岸・県北地域市町村への追
加応援の検討、派遣

〔市町〕
・沿岸・県北地域への応
援人員の継続

〔市町〕
・沿岸・県北地域へ
の応援人員の継続

〔市町〕
・沿岸・県北地域市
町への応援終了

県
南
広
域
地
域

〔市町、関係機関〕
・震度速報、大津波警報の受信
・非常参集
・職員家族の安否確認
・災害対策本部または災害警戒本部の設
置

〔市町〕
・被害状況確認し住民へ速報
〔防災関係機関〕
・被害状況確認し市町村、住民へ速報

〔市町〕
・被害情報収集、県に報告
・被害状況に応じた担当職員（班員）の調整
〔関係機関〕
・応急復旧体制の立ち上げ

〔市町〕
・県に被害状況の報告
・住宅を失った住民の情報収集
〔関係機関〕
・復旧状況、見通しについて市町村に
連絡
・利用者への広報

〔市町〕
・ﾗｲﾌﾗｲﾝ関係を中心とした復旧体制の立ち
上げ（一部町村）
・被害が軽微な場合、沿岸地域の市町村に
対し応援職員の派遣検討
〔関係機関〕
・復旧状況、見通しについて市町村に連絡

〔市町〕
・ﾗｲﾌﾗｲﾝ復旧体制の継続
〔関係機関〕
・域内復旧作業完了後、沿岸地域
へ職員を応援派遣

〔市町〕
・応急対策完了にめど
・災害対策本部廃止、警戒本部
設置
〔関係機関〕
・応急復旧完了し、沿岸地域へ
の応援を除き平常時の体制に戻
る

〔市町〕
・復旧・復興対策へと移
行し、人員配置を変更
・警戒本部廃止

〔市町〕
・沿岸・県北地域へ
の応援人員の継続

〔市町〕
・沿岸・県北地域市
町への応援終了

沿
岸
広
域
地
域

〔市町村、関係機関〕
・震度速報、大津波警報の受信
・非常参集
・一部職員の負傷
・職員家族の安否確認（一部困難）
・災害対策本部設置
・消防機関の出動
・通信手段の確保
〔住民〕
・自主防災組織の活動開始

〔市町村〕
・１～６割の職員は参集不能
・一部の市町で参集率低く、災対本部要員が不足
・参集者による活動体制調整
・被害状況の確認困難（積雪時は一層困難）
・県に対して概況即報報告､救援要請
・庁舎被災で報告・要請困難な市町村も
・危険地区住民に避難の準備勧告･指示
〔消防機関〕
・消火活動開始（現場到着に時間要す）
・知事に緊急消防援助隊の派遣要請
〔関係機関〕
・被害状況の確認
・行政、利用者への被害速報

〔市町村〕
・職員見回りや住民通報による被害状況の把
握／夜間、ﾗｲﾌﾗｲﾝ障害のため、被害の全貌
は不明
・防災無線により住民への呼びかけ
・県に自衛隊の災害派遣要請
〔関係機関〕
・被害状況の行政への連絡
・市町村の災対本部へ職員派遣
・応急復旧の準備（資材調達等）
・利用者への広報（マスコミ等通じ）

〔市町村〕
・県への被害状況報告
・人員不足のため個々の被害への対応
困難
・住民に被害状況伝達（防災無線）、ﾎｰ
ﾑﾍﾟｰｼﾞでの情報提供開始
・避難誘導・避難所開設の要員確保、
自主防災組織との協力
・住宅を失った住民の情報収集
〔関係機関〕
・民間事業者、業界団体への救援要請
・利用者へ復旧見通し情報

〔市町村〕
・現有人員による被害対応体制の調整（優
先度の確認）
・他市町村等に応援要請
・県や他市町村等からの応援人員受入れ、
調整
〔関係機関〕
・応急復旧に着手（積雪時は開始が遅れ
る）
・復旧体制の調整（応援者との協力）

〔市町村〕
・災害救助法に基づく活動展開
・ﾗｲﾌﾗｲﾝ等の復旧状況・見通しに
ついて住民に広報
〔関係機関〕
・応急復旧応援要員の到着（積雪
時は到着が遅れる）
・応急復旧の本格化（積雪時は開始
が遅れる）
・ﾗｲﾌﾗｲﾝ等の復旧状況・見通しに
ついて行政に連絡、住民に広報

〔市町村〕
・県、国への復旧支援要請
・仮設住宅入居時期や手続き、
復旧状況についての広報
・被災中小企業、被災農林水産
業者等に対する援助、助成措置
について広報

〔市町村〕
・対策実施状況に応じ
た人員構成の再調整
（復旧活動に移行）
・被災者個人個人への
ケア体制の整備

〔市町村〕
・災害対策本部廃
止、災害復旧本部
設置

〔市町村〕
・県に対し自衛隊の
撤収要請

県
北
広
域
地
域

〔市町村、関係機関〕
・震度速報、大津波警報の受信
・非常参集
・一部職員の負傷
・職員家族の安否確認（一部困難）
・災害対策本部設置
・消防機関の出動
・通信手段の確保
〔住民〕
・自主防災組織の活動開始

〔市町村〕
・１～６割の職員は参集不能
・一部の市町で参集率低く、災対本部要員が不足
・参集者による活動体制調整
・被害状況の確認困難（積雪時は一層困難）
・県に対して概況即報報告､救援要請
・庁舎被災で報告・要請困難な市町村も
・危険地区住民に避難の準備勧告･指示
〔消防機関〕
・消火活動開始（現場到着に時間要す）
・知事に緊急消防援助隊の派遣要請
〔関係機関〕
・被害状況の確認
・行政、利用者への被害速報

〔市町村〕
・職員見回りや住民通報による被害状況の把
握／夜間、ﾗｲﾌﾗｲﾝ障害のため、被害の全貌
は不明
・防災無線により住民への呼びかけ
・県に自衛隊の災害派遣要請
〔関係機関〕
・被害状況の行政への連絡
・市町村の災対本部へ職員派遣
・応急復旧の準備（資材調達等）
・利用者への広報（マスコミ等通じ）

〔市町村〕
・県への被害状況報告
・人員不足のため個々の被害への対応
困難
・住民に被害状況伝達（防災無線）、ﾎｰ
ﾑﾍﾟｰｼﾞでの情報提供開始
・避難誘導・避難所開設の要員確保、
自主防災組織との協力
・住宅を失った住民の情報収集
〔関係機関〕
・民間事業者、業界団体への救援要請
・利用者へ復旧見通し情報

〔市町村〕
・現有人員による被害対応体制の調整（優
先度の確認）
・他市町村等に応援要請
・県や他市町村等からの応援人員受入れ、
調整
〔関係機関〕
・応急復旧に着手（積雪時は開始が遅れ
る）
・復旧体制の調整（応援者との協力）

〔市町村〕
・災害救助法に基づく活動展開
・ﾗｲﾌﾗｲﾝ等の復旧状況・見通しに
ついて住民に広報
〔関係機関〕
・応急復旧応援要員の到着（積雪
時は到着が遅れる）
・応急復旧の本格化（積雪時は開始
が遅れる）
・ﾗｲﾌﾗｲﾝ等の復旧状況・見通しに
ついて行政に連絡、住民に広報

〔市町村〕
・県、国への復旧支援要請
・仮設住宅入居時期や手続き、
復旧状況についての広報
・被災中小企業、被災農林水産
業者等に対する援助、助成措置
について広報

〔市町村〕
・対策実施状況に応じ
た人員構成の再調整
（復旧活動に移行）
・被災者個人個人への
ケア体制の整備

〔市町村〕
・災害対策本部廃
止、災害復旧本部
設置

〔市町村〕
・県に対し自衛隊の
撤収要請

・災害応急対策マニュアルの整備､訓練の
実施、人材の育成
・情報収集体制の構築(停電､電話輻輳等
を想定)
・対策活動拠点施設の耐震化

・中枢機能（県庁）の混乱懸念
・避難勧告・指示の確実な伝達

・国、県、市町村、防災関係機関の情報共有
化(被害､対策､復旧状況)
・自衛隊への派遣要請の判断(基準､時期)

・マスコミ報道の活用と取材の調整
・県と市町村の職員相互派遣による連
携緊密化

・他自治体への応援要請の判断
・応援活動のマニュアル整備（応援実施側
の自治体）
・被災者・避難者への情報伝達手段の確
保､多様化

・応援者の受入体制整備 ・風評被害対策

問題点・課題

地震災害シナリオ　【○○地震】　①活動体制・情報

地震等

・○○で地震が発生
・釜石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町に一部震度6強が分布
・津波の第一波が、宮古市や山田町などでは地震発生約〇分後に到達。宮古市では地震発生約〇分後に約X.Xmの最大波が到達
・地盤の液状化が沿岸の陸前高田市、大船渡市、釜石市などで発生し、内陸の北上市などでも一部で発生

想定される
被害状況
および

被災者行動

主な
対策項目

(色塗りの対策項
目について記述)

対
策
活
動

凡例
橙：積雪時に係る追記部分
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地震災害シナリオ

★シナリオ作成例
「②避難・救援・医療・住宅」の作成例（対策項目部分）

「③交通・輸送・ライフライン」の作成例（対策項目部分）

↓以下に①と同様に国、県、地域別の対策活動を記載

↓以下に①と同様に国、県、地域別の対策活動を記載

発災期 災害拡大期 災害鎮静期 復旧期
地震発生直後（冬夕１８時） 10分後～ １時間後～ ３時間後～ １２時間後～ １日後～ ３日後～ １週間後～ ２週間後～ ～数か月程度

活動体制の確立
情報収集

広域応援
消防

救助、救急医療
広報
避難誘導

避難所運営
食糧供給、給水、生活必需物資供給
交通確保（道路啓開等）
輸送

ライフライン復旧
防疫・衛生
ボランティア受け入れ

住宅
教育
廃棄物処理

地震災害シナリオ　【○○地震】　②避難・救援・医療・住宅

地震等

想定される
被害状況
および

被災者行動

主な
対策項目

(色塗りの対策項
目について記述)

＜①と同じ記述＞

＜①と同じ記述＞

発災期 災害拡大期 災害鎮静期 復旧期
地震発生直後（冬夕１８時） 10分後～ １時間後～ ３時間後～ １２時間後～ １日後～ ３日後～ １週間後～ ２週間後～ ～数か月程度

活動体制の確立
情報収集

広域応援
消防

救助、救急医療
広報
避難誘導

避難所運営
食糧供給、給水、生活必需物資供給
交通確保（道路啓開等）
輸送

ライフライン復旧
防疫・衛生
ボランティア受け入れ

住宅
教育
廃棄物処理

地震災害シナリオ　【○○地震】　③交通・輸送・ライフライン

地震等

想定される
被害状況
および

被災者行動

主な
対策項目

(色塗りの対策項
目について記述)

＜①と同じ記述＞

＜①と同じ記述＞
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